
令和8年度第75回近畿中学校総合体育大会実施要項 

 

１ 大 会 名 令和8年度第75回近畿中学校総合体育大会 
 
２ 主 催 近畿中学校体育連盟 大阪府教育委員会 滋賀県教育委員会 兵庫県教育委員会 
  奈良県教育委員会 和歌山県教育委員会 京都府教育委員会 
  大阪市教育委員会 堺市教育委員会 吹田市教育委員会 東大阪市教育委員会 
  羽曳野市教育委員会 岸和田市教育委員会 泉佐野市教育委員会 
 
３ 後 援 大阪府 大阪市 堺市 吹田市 東大阪市 羽曳野市 岸和田市 泉佐野市 
  一般財団法人大阪府軟式野球連盟 大阪府ソフトボール協会  
  一般財団法人大阪府バレーボール協会 一般財団法人大阪府バスケットボール協会 
  一般社団法人大阪府サッカー協会 大阪ハンドボール協会 大阪府ソフトテニス連盟 
  NPO法人大阪卓球協会 大阪府バドミントン協会 公益財団法人大阪陸上競技協会 
  一般財団法人大阪水泳協会 公益社団法人大阪府剣道連盟 大阪府柔道連盟 
  大阪府相撲連盟 大阪体操協会 大阪府テニス協会 大阪ホッケー協会  
  一般社団法人大阪府ラグビーフットボール協会 一般財団法人大阪府スキー連盟 
 
４ 主 管 大阪中学校体育連盟 
 
５ 期 日 令和8年8月5日（水）～11日（火） 

但し、ラグビーフットボールは 10月 31日（土）・11月 7日（土）・14日（土） 

駅伝競走は 11月 28日（土）・11月 29日（日） 

スキーは令和 9年１月 24日（日）・１月 25日（月） 

 
 
６ 競技種目 軟式野球 ソフトボール バレーボール バスケットボール サッカー 
   ハンドボール ソフトテニス 卓球 バドミントン 陸上競技 水泳競技 
   剣道 柔道 相撲 体操競技・新体操 テニス ホッケー ラグビーフットボール  
  駅伝競走 スキー  以上20競技 
 
７ 競技方法 競技種目別学校（団体等）対抗とする。 
 全国中学校体育大会の予選を兼ねる。 
 （陸上競技、水泳競技、剣道、柔道、相撲、テニス、ホッケー、ラグビーフットボール、 
 駅伝競走、スキーを除く。） 
 
８ 参加資格 近畿各府県中学校体育連盟に加盟している生徒で、次に該当するものを原則とする。 
 (1) 参加者は、各府県中学校体育連盟に加盟している生徒で、当該競技要項により大会 
   参加資格を得たもの。 
 (2) 各府県中学校体育連盟において府県代表と認められたもの。 
 (3) 参加者は、在籍する学校長の出場承認書を必要とする。 
 (4) 同一年度内の選手の参加は、駅伝・スキーを除く全競技を通じて、一人一回とする。 
 (5) 複数校合同チームの大会参加について 
 複数校合同チームで参加する場合は、「近畿中学校総合体育大会複数校合同チーム参 
   加規定」の条件を満たしていること。 
 (6) 拠点校部活動大会の参加について 
   拠点校部活動で参加する場合は、「近畿中学校総合体育大会拠点校部活動参加規定」 
   の条件を満たしていること。 
 (7) 拠点校部活動における複数校合同チームの編成について 
   「近畿中学校総合体育大会複数校合同チーム参加規定」及び「近畿中学校総合体育大 
   会拠点校部活動参加規定」を満たしていること。 
 (8) 参加資格の特例〔別記〕 
 (9) 取得する個人情報については、大会参加の要件とする。 
   ただし、本連盟は、「個人情報保護方針」に基づき、個人情報保護に関する法令を遵 
   守し、取得する個人情報について適正に取り扱う。取得した個人情報は、競技大会の 



   資格審査・競技大会運営上必要なプログラム編成及び作成、大会記録等掲載（ホーム 
   ページ・大会記録集・報道機関への提供等）、その他競技運営及び競技に必要な連絡 
   等に利用するので理解すること。 
９ 引率及び監督 (1) 参加生徒の引率・監督は、出場校の校長・教員・部活動指導員が行うこととする。 
  なお、部活動指導員は、他校の引率者及び監督者にはなれない。 
 (2) 引率者・監督者の特例 
  近畿中学校総合体育大会の参加について、出場校の校長･教員・部活動指導員が引率・ 
  監督できず、出場校の校長がやむを得ないと判断した場合に限り、「近畿中学校総合体 
  育大会引率・監督細則」により、出場校の校長が承認した引率者としての外部指導者や 
  他校の校長・教員による引率や監督の資格を認める。 
 (3) 近畿中学校体育連盟が主催する大会に出場するチーム・選手の引率者、監督者、部活 
  動指導員、外部指導者、トレーナー等は、「運動部活動顧問等の部活動指導中に
  おける暴力・体罰・セクハラ等に対する日本中学校体育連盟の対応（平成29年11月29日 
  付平29中体連第356号）」に準じ、部活動の指導中における暴力・体罰・セクハラ等に 
  より任命権者又は学校設置者から懲戒処分を受けていない者であることとする。校長 
  はこの点を確認して、大会申込書を作成する。なお、外部の指導者は、校長から暴力等 
  に対する指導措置を受けていないこととする。 
 
１０ 外部指導者 (1) コーチまたはマネージャー等（以下「外部指導者」という）については、学校長が認 
 めた二十歳以上で、別紙様式により大会本部に届けのあった者。ただし、当該校以外 
 の中学校教職員は、外部指導者になれない。また、同一人が複数校の外部指導者にな 
 れない。（水泳競技、体操競技、新体操、卓球（アドバイザー）、スキーは除く） 
 (2) 各学校の指導計画に従い、日常的に継続して指導にあたっている者。 
 (3) 外部指導者は、原則として大会に参加できる。 
 (4) 原則として顧問以外に外部指導者の審判を認める。 
 
１１ 表 彰 各競技種目とも１位チームに優勝メダル、1位～3位に賞状を授与する。 
 
12 申込方法  種目別に定められた用紙を使用し、各府県中学校体育連盟の専門委員長を通じて、8月1日 
 (土)のプログラム編成会議の席上で申し込むこと。 
 
13 開 会 式  総合開会式は令和８年８月５日(水)９：００（開館８：１５）Asueアリーナ大阪で行う。 
 参加種目はバスケットボール競技とする。 
 
14 開 始 式 種目ごとに行う。 
 
15 閉 会 式 種目ごとに競技終了後行い、これをもって本大会の閉会式とする。 
 
16 宿泊・弁当  (1) 宿舎・弁当については、別紙宿泊要項による。適切な危機管理対応（感染症・自然災 
  害等）を確保するため、必ず、大会実行委員会指定の業者を通して申し込むこと。] 
  （指定外の宿泊施設の利用は、原則として認めない） 
 (2) 申込みは、下記取扱業者が指定する期日までに申し込むこと。 
   

取

扱

業

者 

東武トップツアーズ株式会社 大阪教育旅行支店 

『第７５回近畿中学校総合体育大会 配宿センター』 
 TEL ０６‐４７９９－０１５０ 
 FAX ０６－４７９９－０１６０ 

 担当 渋谷、井上、柴田 

 
17 参加上の注意 (1) 気象警報の発令時の対策については、「気象警報・注意報等発令時の対応について」 
  を参照すること。 
 (2) 大会期間中の傷病については、応急処置のみ行う。それ以降の責任は負わない。 

参加者は、保険証またはマイナ保険証を持参することが望ましい。また、日本スポーツ 
振興センター法の定めを適応する。但し、地域クラブ活動には適用されない。 

 (3) 選手の大会参加については、学校長もしくは代表者において十分な健康管理のもとに 
  参加させるように配慮すること。 



 (4) 各種目とも練習会場は原則として設けない。 
 (5） 基本的感染対策として、一律に求めることはしないが、有効である対策として以下の 
  実施を推奨する。 
  ① 飲み物やタオルなどは、個人使用として共有させない。 
  ② 選手の健康観察を徹底する。感染症の疑い、症状がある場合は、直ちに医療機関に 
    搬送し、医療機関の指示のもとに対応、対処する。 
  ③ 効果的な場面でのマスク着用 
  ④ 手洗い等の手指衛生や換気 
  ⑤ 流行期における換気の悪い場所や混雑した場所、近接した会話の回避（避けられな 
     い場合はマスクを着用する） 
 
１８ そ の 他 (1) 各種目の役員、審判員などについては、近畿中学校体育連盟の専門委員会において決 
   定する。 
 (2) プログラム編成会議、大会本部（夜間本部含）は別記。 
 

プログラム編成会議 

（専門部総会） 

 日 時  令和8年8月1日(土) 13:30～  
 会 場  大阪市立花乃井中学校 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

大  会  本  部 

    第75回近畿中学校総合体育大会大阪府実行委員会事務局 

 

    〒540-8571 
大阪市中央区大手前2丁目大阪府教育庁 
教育振興室 保健体育課内 

     大阪中学校体育連盟事務局 
     TEL : 06-6940-1230   FAX : 06-6940-1231 
         E-mail :  osakachutairen@gmail.com 

mailto:osakachutairen@gmail.com


〔 別 記 〕 

◎ 下記に該当するものは近畿中学校総合体育大会の参加を認める。〔参加資格の特例〕 
 
≪ 学校教育法第１３４条校在籍生徒 ≫ 
１ 学校教育法第１３４条の各種学校（１条校以外）に在籍し、各府県中学校体育連盟の予選大会

に参加を認められた生徒であること。 
２ 参加を希望する各種学校は以下の条件を具備すること。 
(1)近畿大会の参加を認める条件 

① 近畿中学校体育連盟の目的及び長年にわたる活動を理解し、それを尊重すること。 
② 生徒の年齢及び修業年限が我国の中学校と一致している単独の学校で構成されていること。 
③ 参加を希望する学校にあっては、運動部活動が学校教育の一環として、日常継続的に当該校 

顧問教員の指導のもとに適切に行われていること。 
(2)近畿大会に参加した場合の守るべき条件 

① 近畿大会の開催基準を守り、出場する競技種目の大会申し合わせ事項等に従うとともに、大 
会の円滑な運営に協力すること。 

② 近畿大会参加に際しては、責任ある当該校校長又は教員が生徒を引率すること。また、万一 
の事故発生に備え、傷害保険等に加入するなどして、万全の事故対策を立てておくこと。 

 
≪ 地域クラブ活動に所属する中学生 ≫ 
１ 地域クラブ活動に所属し、各府県中学校体育連盟の予選大会に参加を認められた生徒であるこ

と。 
２ 参加を希望する地域クラブ活動は以下の条件を具備すること。 
(1)近畿大会の参加を認める条件 

① 近畿中学校体育連盟の目的及び長年にわたる活動を理解し、それを尊重すること。 
② 生徒の年齢及び修業年限が我国の中学校と一致していること。（中学校等に在籍している生 

徒であること） 
③ 参加を希望する地域クラブ活動にあっては、日常継続的な活動が代表者もしくは指導資格 

を有する指導者の指導のもとに、各府県で適切に行われていること。 
④ 『部活動改革及び地域クラブ活動の推進等に関する総合的なガイドライン』 
（令和７年12月文部科学省）を遵守していること。 

⑤ 当該競技を管轄する中央競技団体もしくは府県競技団体に登録されていること。かつ同じ 
内容で各府県中学校体育連盟に登録していること。 

⑥ 各府県における予選会を含め全ての大会において、競技役員や審判など運営上必要な事項 
に協力すること。 

⑦ 地域クラブ活動で近畿大会（全国大会・近畿大会予選の位置づけとなる各府県大会含む）に 
参加する場合、在籍中学校での大会参加は認めない。その逆も同様である。また、他の地域 
クラブ活動での参加も認めない。 

(2)近畿大会に参加した場合の守るべき条件 
① 近畿大会の開催基準を守り、出場する競技種目の大会申し合わせ事項等に従うとともに、大 

会の円滑な運営に協力すること。 
② 近畿大会参加に際しては、責任ある代表者や指導者が生徒を引率すること（引率・監督細則 

４－②を適用する）。また、万一の事故発生に備え、傷害保険等に加入するなどして、万全 
の事故対策を立てておくこと。 

③ 団体競技における地域クラブ活動名での出場は１チームのみとする。（複数のチームの参加 
は認めない） 

３ 参加を認めない場合 
① 近畿大会参加申込に際して、参加条件に虚偽の内容が判明した場合は、以降一切の参加を認

めない。 
４ その他 

① 上記特例については、競技部ごとに大会参加に関する細則を加えることができる。 
② 上記特例については、今後も検討を続けていく。 

 

≪ 認定地域クラブ活動に所属する中学生 ≫ 

１ 国が示す地域クラブ活動に関する認定制度に基づき、地方公共団体が認定する地域クラブ活

動（以下「認定地域クラブ活動」という）に所属し、各府県中学校体育連盟の予選大会に参

加を認められた生徒であること。 

２ 参加を希望する認定地域クラブ活動は以下の条件を具備すること。 



（１）近畿大会の参加を認める条件 

ア 近畿中学校体育連盟の目的及び長年にわたる活動を理解し、それを尊重すること。 

イ 生徒の年齢及び修業年限が我国の中学校と一致していること。（中学校等に在籍している

生徒であること） 

ウ 参加を希望する認定地域クラブ活動にあっては、日常継続的な活動が認定地域クラブ活

動指導者として登録されている代表者もしくは指導者の指導のもとに、各府県で適切に

行われていること。 

エ  『部活動改革及び地域クラブ活動の推進等に関する総合的なガイドライン』（令和７年 12

月文部科学省）を遵守していること。 

オ 当該競技を管轄する中央競技団体もしくは府県競技団体に登録されていること。かつ同

じ内容で各府県中学校体育連盟に登録していること。 

カ 各府県における予選会を含め全ての大会において、競技役員や審判など運営上必要な事

項に協力すること。 

キ 認定地域クラブ活動で近畿大会（全国大会・近畿大会予選の位置づけとなる各府県大会

含む）に参加する場合、在籍中学校での大会参加は認めない。その逆も同様である。ま

た、他の地域クラブ活動での参加も認めない。 

（２）近畿大会に参加した場合の守るべき条件 

ア 近畿大会の開催基準を守り、出場する競技種目の大会申し合わせ事項等に従うとともに、

大会の円滑な運営に協力すること。 

イ 近畿大会参加に際しては、責任ある代表者や指導者が生徒を引率すること（引率・監督

細則４－②を適用する）。また、万一の事故発生に備え、傷害保険等に加入するなどして、

万全の事故対策を立てておくこと。 

ウ 団体競技における認定地域クラブ活動名での出場は１チームのみとする。（複数のチーム

の参加は認めない） 

３ 参加を認めない場合 

ア 近畿大会参加申込に際して、参加条件に虚偽の内容が判明した場合は、以降一切の参加

を認めない。 

４ その他 

ア 上記特例については、今後も検討を続けていく。 

 
  



「近畿中学校総合体育大会複数校合同チーム参加規定」 

 

１ 趣旨 

  参加を承認する精神は、あくまで少人数の運動部による単独でのチーム編成が困難な場合の救済措置

であり、勝利至上主義のためのチーム編成であってはならない。なお、複数校合同チームで参加する

場合は、下記の条件を満たしていることが必要である。 

 

２ 条件 

(1) 合同チームとして、それぞれの学校教育計画に基づいて活動している。 

(2) 合同チームの各校は、府県中学校体育連盟に加盟している。 

(3) 合同チームとしての大会参加が、府県中学校体育連盟に承認されている。 

(4) 個人種目のない以下の競技種目に限る。 

  バスケットボール（５）、サッカー（11）、バレーボール（６）、ハンドボール（７）、 

  軟式野球（９）、ソフトボール（９）、ホッケー（６）、ラグビーフットボール（12） 

  ※ （  ）内の人数を下回った場合を原則として合同チームを編成できる。人数の偏り、学校

事情による合同の解消等についても柔軟に対応すること。（前年度近畿大会以降に複数校合

同チームの実績があるものについては、当年度についても、府県中学校体育連盟会長の承認

がある場合、引き続き複数校合同チームを編成して近畿大会に参加することができる。） 

(5) チーム名は校名連記とする。 

(6) 参加申込み手続きは、当該校の校長が承認の上、代表校長が行う。 

(7) 合同チームの引率・監督は、出場校の校長・教員・部活動指導員とする。監督は１名とする。 

 

３ その他 

(1) 各府県中学校体育連盟においては、「近畿中学校総合体育大会複数校合同チーム参加規定」の趣

旨を踏まえ参加状況を十分に把握しておく。 

(2) 近畿中学校体育連盟としては、実施していく過程で生じる問題については、各府県中学校体育連

盟の実態に応じて趣旨を踏まえて対処するとともに近畿中学校体育連盟としても検討していく。 

 

 

平成14年度第６回理事会 策定 

平成22年度第６回理事会 附則追記 

平成23年度第６回理事会 改正（２－④、⑦） 

平成29年度第６回理事会 改正（２－⑦） 

令和４年度第６回理事会 改正（２－④） 



「近畿中学校総合体育大会拠点校部活動参加規定」 

 

１ 趣旨 

 参加を承認する精神は、在籍校に希望する部活動がない場合に、参加を希望する生徒を当該市

町村内の一つの学校が受け入れるというものである。市町村もしくは府県教育委員会や中学校長

会が運動部活動に参加したい生徒の救済措置として推進する活動であり、勝利至上主義のための

活動ではない。 

 なお、拠点校部活動（以下、拠点校という）で参加する場合は、下記の条件を満たしているこ

とが必要である。 

 

２ 条件 

(1) （公財）日本中学校体育連盟が定める「拠点校部活動規程」(別紙)に該当していること。 

(2) 参加者は、開催年度の大会実施要項の参加資格を満たしていること。 

(3) 拠点校を編成する関係校全てが各府県中学校体育連盟に加盟していること。 

(4) 拠点校としての大会参加が、各府県中学校体育連盟に承認されていること。 

(5) 参加時の名称は拠点校名とするが、拠点校であることが分かる形とする。 

（例  ○○校（拠）） 

(6) 参加申し込み手続きは、該当拠点校が行うこと。 

(7) 拠点校の引率・監督は、拠点校の校長・教員・部活動指導員とする。ただし、引率・監督細則 

は適用する。 

 

３ その他 

(1) 各府県中学校体育連盟においては、「近畿中学校総合体育大会拠点校部活動参加規程」の趣旨

を踏まえ 

参加状況を十分に把握しておく。 

(2) 近畿中学校体育連盟としては、実施していく過程で生じる問題については、各府県中学校体育

連盟の実態に応じて趣旨を踏まえて対処するとともに近畿中学校体育連盟としても検討してい

く。 

(3) 本規定は、令和５年４月１日より施行する。 

 

 

令和４年度第６回理事会 策定 

  



「近畿中学校総合体育大会 拠点校部活動における複数校合同チーム編成」 

 

１ 条件 

 「近畿中学校総合体育大会複数校合同チーム参加規定」及び「近畿中学校総合体育大会拠点校部活動参

加規定」を満たし、各府県中学校体育連盟が承認していることを条件に、複数校合同チームの編成に拠点

校部活動を含めた形での大会参加を認める。 

 

２ 留意事項 

チーム名は校名連記とし、拠点校が含まれていることが分かる形とする。 

（例：Ａ・Ｂ・Ｃ（拠）、Ａ（拠）・Ｂ（拠）） 

 

 

令和７年度第５回理事会 策定 

 



「近畿中学校総合体育大会引率・監督細則」 

 
本細則が適用されるのは、学校事情により、校長・教員・部活動指導員が引率・監督できず、校長が

やむを得ないと判断した場合に限るもので、安易に引率者としての外部指導者や他校の校長・教員によ
る引率や監督を認めるものではない。 

 
１ 引率者としての外部指導者の規定 

(1) 当該校長が認めた20歳以上であり、日頃から指導に当たっている者のことをいう。なお、事前に校
長との間で外部指導者としての契約（本連盟における手続き・報告は、様式１、２、３をもって行
う）がなされていること。 

(2) 引率者としての外部指導者は、各大会の申込用紙の引率外部指導者欄に必要事項を記入すること。 
(3) 引率者としての外部指導者に規定違反、不適切な言動等があったときは、不適格者として会長また

は競技専門委員長から当該校の校長に連絡し、資格を取り消す。 
(4) この規定以外のことは、各競技専門部の規定及び大会要項の通りとする。 

 
２ 引率者としての外部指導者や他校の校長・教員への監督依頼は、やむを得ない場合に限り認める。 

(1) 引率者としての外部指導者へ監督を依頼する場合 
・出場校の校長は、様式２、３により手続きを行ったうえで、開催府県事務局及び開催府県専門
部に様式１をもって報告する。 

(2) 他校の校長・教員へ監督を依頼する場合 
・出場校の校長と当該中学校体育連盟競技専門部で協議のうえ、出場校の校長が、監督を引き受
けた校長・教員の所属長（校長）と本人に文書で依頼する。 

・その際は、様式４、５、６、７により手続きを行ったうえで、開催府県事務局及び開催府県専
門部に様式１をもって報告する。 

 
３ 生徒の大会出場に関わる全責任は校長が負う。 
 
４ 引率上の留意点及び大会会場においての留意点 

(1) 引率上の留意点等 
① 引率時は、公の交通機関を利用する。 
② 引率者としての外部指導者は任意の傷害保険等に加入する。加入手続きは、外部指導者が行 

い、費用は原則として自己負担とする。 
③ 引率にかかわる外部指導者の費用は、原則として自己負担とする。 
④ 生徒の服装、持ち物等については、各学校のきまりに従う。 
⑤ 大会の結果と帰校報告を、帰宅後、直ちに行う。 
⑥ 宿泊する場合は、学校（大会本部）より指示された宿舎とする。 

(2) 大会会場においての留意点等 
引率者は、次のことに留意すること。特に引率者として相応しくないと大会本部が判断した場

合は、退場を命じるとともに、当該人物については、以降一切の参加を認めない。 
① 大会要項を遵守し、責任ある行動をとる。 
② 各競技会場の使用上のきまりに従う。 
③ 競技上の抗議及び問い合わせは、校長が依頼した監督に連絡をとる。 
④ ゴミ等は、持ち帰りを原則とするが、会場使用規定に従う。 

 
 

平成29年度第６回理事会 改正（主旨文言） 
令和４年度第５回理事会 改正 
（３ 外部指導者監督権） 
令和４年度第６回理事会 改正 
（名称・主旨・全項目文言修正） 

  



「近畿中学校体育連盟 個人情報保護方針」 

 

 本連盟が運営上、収集した個人情報及び肖像権の取り扱いについて、本連盟としての個人情報保護方針

を下記のとおり定め、個人情報の保護に万全を期す。 

 

記 

 

１．基本方針 

(1)本連盟は、個人情報保護法および関連するその他の法令・規範を遵守し、適宜、本個人情報の保護に

関する方針、施策の改善を図る。 

(2)本連盟は、個人情報の取り扱いについてその利用目的を明確にし、その範囲内での利用を行う。 

(3)本連盟は、法令に基づき要求された場合を除き、個人情報を事前に本人・保護者の同意を得ることな

く第三者に提供しない。 

(4)本連盟は、個人情報を安全に管理するため、個人情報の紛失・破滅・改ざん・漏洩等の防止に努める。 

(5)本連盟は、自己情報の開示・訂正・削除・利用停止の求めがあった場合は、個人の権利を尊重し、適

切に対応する。 

２．個人情報の利用目的  

(1)近畿中学校体育連盟が主催する競技大会及び事業を開催するため。 

(2)競技大会の結果及び記録の管理を行うため。 

(3)行政機関の求めに応じ、個人情報を統計的に処理するため。または各種補助金等の交付の申請を行う

ため。 

３．個人情報の利用範囲 

(1)大会要項・プログラムに掲載 

  ① 競技大会及び事業へ参加する役員・審判員・発表者等の所属名・名前。 

  ② 競技大会及び事業へ参加する指導者（監督・コーチ等）、生徒の学校名・名前・学年（競技により

生年月日も含む）・性別・ポジション（競技により身長・体重も含む）。 

②  過去の競技成績及び大会記録として掲載。 

(2)大会記録等を掲載 

  ホームページ・大会記録集・教科書等の公的出版物への掲載、ＬＩＶＥ配信※及び報道機関への提供。 

※ＬＩＶＥ配信については、別記留意点を参照すること。 

(3)上記の範囲以外の利用が必要になった場合は、会長及び理事長の判断により対処する。 

 

４．個人の権利の尊重について 

  本人・保護者から、自己情報の開示・訂正・削除・利用停止の求めがあった場合は、本人であるかを

確認した上で、個人の権利を尊重し、適切に応じる。 

 

５．本保護方針は、平成18年４月１日より実施する。 

    改 正  令和３年６月18日（３-(２)） 

    改 正  令和４年２月22日（３-(２)、別記） 

 

  



（別記）個人情報の利用範囲におけるＬＩＶＥ配信にかかる留意点 

 

 個人情報の利用範囲におけるＬＩＶＥ配信に関する考え方について、留意点は下記のとおりとする。 

 

 １ ＬＩＶＥ配信の導入を必須とするものではないこと 

(1) 有観客での開催が難しい場合等において、その代替案として導入を検討・判断するものであり、容 

易に導入を促しているものではないことに注意すること。 

(2) 導入の検討・判断にあっては、開催地実行委員会や近畿中学校体育連盟各競技専門部において、関 

係競技団体の規定等を確認したうえで、その必要性の有無等を十分に議論し、導入を希望する場合

は理事会の承認を得ること。 

 

 ２ 理事会承認を経て導入する場合の注意事項 

  (1)代表校(者)へ、ＬＩＶＥ配信を実施する旨を事前に周知すること。 

  (2)大会要項等へ明確に記載すること。 

  (3)音声を含めた配信となる場合は、会場内のＢＧＭとなる音楽の著作権の取扱いについて、楽曲の不 

使用や使用に問題がないものに限定する等、著作権者の利益を不当に害することにならないように 

すること。 

(4)配信方法については、リアルタイムでのストリーミング配信や限定公開などの手法で、通常ダウン 

ロード等ができない状態での配信とすること。 

(5)性的意図を持った悪用や悪質なＳＮＳ投稿等につながらないよう選手のアップを避ける等の性的 

ハラスメントにつながることのない撮影方法とすること。 

 

 ３ その他 

  (1)本留意点のほか、ＬＩＶＥ配信に関して必要な規則は、理事会の議決を経て定める。 

 

 


